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第１章 総 則 

 

1－1 適用範囲 

本仕様書は、東日本高速道路株式会社（以下「発注者」という。）が行う「令和 6 年度 磁気

カード通行券等印刷（単価契約）（令和 7・8年度実施）」（以下「本契約」という。）に適用す

るものとし、本購入に係る「購入契約書」（以下「契約書」という。）について統一的な解釈及び

運用を図るとともに、本購入に係る必要事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものとする。 

 

1－2 業務の概要 

本契約は、発注者の管理する高速道路等で使用する本仕様書 1-3 に示す各種通行券を作製し、

発注者の指定する者の指定する納入場所へ納入する業務である。 

 

1－3 品名 

（1）磁気カード通行券 

 （磁気カード通行券、符号付き磁気カード通行券、磁気無し通行券をいう。以下同じ。） 

 

（2）勤務カード類 

（入口勤務カード(1)、入口勤務カード(2)、出口勤務カード(1)、出口勤務カード(2)、 

事務所処理カード、高速道路通行止め乗継証明書をいう。以下同じ。） 

 

上記(1)、(2)を総称して、「各種通行券」という。 

 

1－4 規格・寸法 

 本仕様書 2-5 各種通行券の仕様のとおり 

 

1－5 契約単価 

本契約の契約単価は、各種通行券を作製し、発注者の指定する納入場所へ納入するために要す

る一切の経費とする。 

 

1－6 契約期間 

本契約の契約期間は、契約締結日の翌日から令和 9年 4月 30 日までとする。 

 

1－7 履行期間 

本契約の履行期間は、令和 7年 5月 1日から令和 9年 4月 30 日までとする 

 

1－8 数量及び納入場所 

本仕様書別紙-1「令和 7 年度 磁気カード通行券 品名、数量および納入場所」及び本仕様書

別紙-2「令和 8年度 磁気カード通行券 品名、数量および納入場所」のとおり 

※ 4 支社ごと年に 2 回程度の発注を予定している。 

※ 予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。また、数量に増減が生じて

も、原則として契約単価の変更は行わない。ただし、経済情勢の変動等予期することができ

ない特別な事情により契約単価が著しく不適当となったときは、契約書第 5条に基づき、契

約単価を変更できるものとする。 

 

1－9 発注者の指定する者及び請求先の指定 

契約書に規定する発注者の指定する者及び請求先は、下表のとおりとする。 

 

発注者の指定する者

及び請求先 

請求先住所 

北海道支社長 札幌市厚別区大谷地西 5-12-30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－10 納入依頼の手続 

発注者の指定する者は、契約書第 20 条第 1項に基づき、受注者へ各種通行券の納入を依頼する

場合は、その都度、磁気カード通行券等納入依頼書（様式第１号）により行うものとする。 

 

1－11 各種通行券の納入 

受注者は、前項の依頼を受けたときは、当該依頼に従い各種通行券を発注者の指定する者が指

定する納入場所へ納入するものとする。 

なお、納入場所に変更が生じた場合には、発注者の指定する者より別途依頼するものとする。 

 

1－12 購入条件の変更 

契約書第 4 条第 1 項の場合において、納入依頼数量のうち既に完成したものがあるときは、発

注者の指定する者は、契約書第 24条第 2項に定める検査のうえ、当該検査に合格した物品の引渡

しを受けるものとし、引渡しを受けた物品に相応する代金を受注者に支払わなければならない。 

 

1－13 受注者の請求による納入期限の変更 

契約書第 21 条第 1項における延長日数は、発注者の指定する者と受注者とで協議して定めるも

のとする。 

 

1－14 原紙 

各種通行券の原紙は、平成 27 年 4 月 1 日以降に発注者が定める原紙の承認検査に合格した原

紙、または平成 27 年 4 月 1 日以降に発注者に入実績がある各種通行券の原紙を使用するものと

し、該当する原紙の製造者は、以下のものとする。 

※ 承認検査に合格した原紙及び発注者に納入実績がある各種通行券の原紙とは、原紙製造者が

承認検査に合格した原紙と同様の方法で製造した原紙のことをいう。 

  

原紙の製造者（令和 6年 4月 1日現在） 

○北越コーポレーション株式会社 

※ 発注者は、新規に原紙製造者が発注者の定める検査に合格した場合、受注者に通知するもの

とする。 

 

1-15 梱包・運送等 

各種通行券は、本仕様書別紙-3 梱包仕様のとおり、500 枚毎に仕切り紙を入れ 1,000 枚を小箱

に収納し、当該小箱 10 箱をビニールで防湿処理のうえ、大箱に収納するものとする。なお、それ

ぞれの箱（小箱、大箱）の側面に品名、数量、受注者名、受注年度、印刷ロット番号を記入したラ

ベルを貼り付けるものとする。 

 

1-16 検査・納入 

（1）受入予備検査 

受注者は、本契約第 1回目の納入期日の 20 営業日前までに検査用サンプルおよび原紙業者

の検査成績表を発注者の指定する場所に送付するものとする。 

なお、次のいずれかに該当する受注者については、受入予備検査を実施しないものとする。 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

東北支社長 
仙台市宮城野区榴岡 1-1-1 ＪＲ仙台イーストゲートビル 

東日本高速道路株式会社 東北支社 

関東支社長 
さいたま市大宮区桜木町 1-11-20 大宮ＪＰビルディング 

東日本高速道路株式会社 関東支社 

新潟支社長 
新潟市中央区天神 1-1 新潟プラーカ 3 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 



・令和 6 年度において、発注者、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社の

いずれかの受入予備検査に合格している場合 

・令和 5 年度において、発注者、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社の

いずれかに納入した実績がある場合 

  

受入予備検査に用いる検査用サンプルの数量は、以下のとおりとする。 

① 磁気カード通行券のみを発注した場合 

磁気カード通行券  3,000 枚（単一抄造ロット） 

② 勤務カード類のみを発注した場合 

勤務カード類のうち１券種 3,000 枚（単一抄造ロット） 

③ 磁気カード通行券、勤務カード類の両方を発注した場合 

磁気カード通行券  3,000 枚（単一抄造ロット）もしくは 

勤務カード類のうち１券種 3,000 枚（単一抄造ロット） 

※ 第 1 回目の発注で、磁気カード通行券、勤務カード類の両方を発注する場合は、磁気カ

ード通行券もしくは勤務カード類のうち 1券種のいずれかを発注者が指定する。 

 

（2）受入本検査 

受注者は、各種通行券を納入しようとするときは、原則として納入期日の 10 営業日前まで

に、検査用サンプル、原紙業者の検査成績表および印刷業者の検査成績表（以下「サンプル

等」という。）を発注者の指定する場所に送付するものとし、受注者は納入依頼を受けた後、

速やかにサンプル等の送付予定時期を発注者に連絡する。 

 

受入本検査に用いる検査用サンプルの数量は以下とする。 

① 磁気カード通行券（磁気ストライプ印刷あり）の検査を実施する場合 

・磁気カード通行券 3,000 枚（使用原紙抄造ロットごと、料金所名任意） 

・磁気カード通行券 100 枚（納入料金所ごと） 

② 磁気カード通行券（磁気ストライプ印刷なし）の検査を実施する場合 

・磁気カード通行券 3,000 枚（使用原紙抄造ロットごと、料金所名任意） 

・磁気カード通行券 100 枚（納入料金所ごと） 

③  勤務カード類の検査を実施する場合 

・勤務カード類  250 枚（納入する券種ごと、ただし乗継証明書は 500 枚） 

 

  発注者の指定する場所 

川崎市宮前区南平台 1-1（〒216-0024） 

高速道路トールテクノロジー株式会社 技術管理センター 

※ 発注者は、場所を変更した場合は、受注者に通知するものとする。 

 

（3） 受注者は、納入に際して、納入場所毎に納品書を作成し、納入先での確認を受けなければ 

ならない。 

なお、納入された各種通行券の中に不良品が発見されたときは、速やかに取り替えるもの

とする。 

 

（4） 上記(1)、(2)および(3)に要する費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

1-17 引き渡し及び代金の支払 

 契約書第 24 条第 1 項の規定により、受注者が物品を納入したときは、発注者の指定する者に、

納品書（様式第２号）を提出するものとする。また、契約書第 26条第 1項の規定により受注者は、

支払請求書（様式第３号）により納入代金の支払いを発注者の指定する者に対し請求するものと

する。 

  



第２章 業務の細部に関する事項 

 

2－1 業務内容 

 受注者は、発注者の指定する者からの依頼を受け、本仕様書 2－5に規定する規格・寸法等に従

い、次の各種通行券を作製し、発注者の指定する者からの指定のあった納入場所へ納入するもの

とする。 

なお、各種通行券に係る費用とは、各種通行券に要する用紙、製版、印刷及び検査、裁断、計測

及び梱包、諸経費、運送費、その他一切の費用をいう。 

  

項目

番号 
単価表の項目 単位 

1 磁気カード通行券 枚 

2 入口勤務カード(1) 枚 

3 入口勤務カード(2) 枚 

4 出口勤務カード(1) 枚 

5 出口勤務カード(2) 枚 

6 事務所処理カード 枚 

7 高速道路通行止め乗継証明書 枚 

8 符号付き磁気カード通行券 枚 

9 磁気無し通行券 枚 

 

2－2 版下（PDF 形式データ） 

 受注者は、発注者から提供する版下（PDF 形式データ）を基に、各種通行券等を作製するものと

する。 

 なお、新規開通等による料金所の追加又は版下（PDF 形式データ）に変更が生じた場合について

は、発注者から別途指示するものとする 

 

2－3 管理義務 

受注者は、各種通行券の作製、保管、納入等に際しては、善良なる管理者の注意をもって行わ

なければならない。 

 

2－4 損害賠償 

受注者は、各種通行券を納入するまでに滅失し、その滅失した各種通行券が第三者に使用され

たとき、又は不信行為を行ったことにより発注者に損害を与えた場合は、発注者は受注者に対し

その損害賠償を請求することができるものとする。 

 

2－5 各種通行券の仕様 

１．構造 
各種通行券は、カード用紙の表面に磁気ストライプを印刷し、かつ、所定事項のプレ印刷を

施し、規定寸法に断裁したものとする。ただし、各種通行券のうち、磁気無し通行券は、カー

ド用紙の表面に磁気無しのストライプを印刷し、かつ、所定事項のプレ印刷を施し、規定寸法

に断裁したものとする。 



２．用紙の品質規格値、試験方法 

各種通行券に使用する用紙の品質規格値は、廃止規格 JISX6193-1975「情報交換用紙カード」

に基づき、以下のとおりとする。 

また、表中の項目の試験方法についても、廃止規格 JISX6193-1975「情報交換用紙カード」に

準ずる。 

 

  

項目 品質規格値 

厚さ 0.178±0.010 mm 

坪量 161±8 g/㎡ 

破裂強さ 382.5 kPa 以上 

引裂強さ 
長辺：1,225.83 mN 以上 

短辺：1,225.83 mN 以上 

こわさ 
長辺：1.67 mN・mを基準 

短辺：0.78 mN・mを基準 

灰分 2.0％以下 

平滑度 30 sec 以上 

研磨減量 50 ㎎以下 

pH 5.0 以上 

摩擦係数 
静摩擦係数：0.30～0.45 

動摩擦係数：静摩擦係数の 75％以上 

伸縮度 
長辺：0.25％以下 

短辺：0.70％以下 

カール 

（印刷面：横） 

 

 

①短辺方向 

②長辺方向 

③斜め方向 

 

（上反り） 

1.0 mm 以下 

1.7 mm 以下 

1.7 mm 以下 

 

（下反り） 

0.5 mm 以下 

1.7 mm 以下 

1.7 mm 以下 
 

反射率 光波長 6,000～9,000Åにおいて 80％以上 

透過度 光波長 6,000～9,000Åにおいて 10％以下 

表面強さ 18 A 以上 



３．形状、寸法及び摩擦係数 

（1）各種通行券は、紙の繊維の流れ方向が長辺になるよう規定寸法に断裁するものとする。 

各種通行券の全てのエッジは、ぎざぎざがなく、滑らかなものとする。 

（2）各種通行券の外形寸法と、トンボの寸法は以下のとおりとする。 

 

 

 
（単位：mm） 

 

 
（3）磁気カード通行券及び高速道路通行止め乗継証明書の摩擦係数は以下のとおりする。 

①測定方法 

イ）測定方法は JISP8147 の水平法に準ずる。 

ロ）測定で使用するおもり（スレッド）は、通行券との接触面に 587.9（N／㎡）の圧力

がかかる物とする。 

ハ）測定方法の例は、以下のとおりとする。 

 

 

 
 

   ②摩擦係数の品質規格値 

イ）静摩擦係数の平均値は 0.20～0.38 とする。 

ロ）静摩擦係数の標準偏差は 0.025 以下とする。 

ハ）動摩擦係数は静摩擦係数の平均に対して 75％以上、100％未満とする。 

 

 

 



４．表面印刷 

（1－1）磁気ストライプ（各種通行券のうち、磁気無し通行券を除く） 

①磁性材料 

イ）磁気ストライプに用いる磁性材料は、バリウムフェライト（BaO・6Fe２O３結晶）とす

る。 

ロ）抗磁力は、2,750±250 Oe とする。 

 

②規格 

イ）磁気ストライプは黒色とし、料金収受機械の正常な動作を妨げるような傷、しわ、

ふくれ、印刷むら等の欠陥がないものとする。 

 

ロ）磁気特性は次のとおりとする。 

ⅰ）残留磁束（Mr）は 0.2Mx／cm を標準とし、角形比 Mr／Ms は 0.6 以上とする。 

ⅱ）磁気読取出力は 5Vを標準とし、情報全ビットにつき、読取出力は 75％以上 130％

以下とする。 

ⅲ）裏読出力は磁気読取出力に対し 15％以下とする。 

ⅳ）直流ノイズレベルは磁気読取出力に対し 12％以下とする。 

ⅴ）超精密フィルム（#4000）に 500g の荷重をかけ、磁気ストライプ表面が滑らかに

なるまで研磨する。（目安 10往復）この状態での磁気読取出力は 5Vを標準とし、

情報全ビットにつき、読取出力は 75％以上 130％以下とする。研磨は磁気ストラ

イプの長辺に対して垂直の方向とする。 

 

 
 

ハ）磁気ストライプ透過率は、光波長 6,000～9,000Åにおいて 3％以下とする。 

二）磁気ストライプ反射率は、光波長 6,000～9,000Åにおいて 10％以下（鏡面反射を含

む）とする（ただし、測定は法線に対し 45°以下の角度とする）。 

ホ）磁気ストライプの厚さは、7μm以下とする。 

ヘ）耐用回数は 100回以上とする。 

ト）磁気ストライプは、以下の取扱では各種通行券から剥離しないものとする。 

ⅰ）料金収受機械が各種通行券を搬送する機能全般。 

ⅱ）利用者が各種通行券の磁気ストライプを故意に削る、折り曲げる等の特異な使用

方法以外での通常の範囲内と考えられる使用。 

チ）磁性膜の一部が料金収受機械の磁気ヘッド等に付着しないものとする。 

 

③寸法 

磁気ストライプの寸法は以下のとおりとする。 

 
（単位：mm） 



（1－2）ストライプ（磁気無し通行券） 

①規格 

イ）ストライプは黒色とし、料金収受機械の正常な動作を妨げるような傷、しわ、ふく

れ、印刷むら等の欠陥がないものとする。 

ロ）ストライプ透過率は、光波長 6,000～9,000Åにおいて 3％以下とする。 

ハ）ストライプ反射率は、光波長 6,000～9,000Åにおいて 10％以下（鏡面反射を含む）

とする（ただし、測定は法線に対し 45°以下の角度とする）。 

ニ）ストライプの厚さは、7μm以下とする。 

ホ）耐用回数は 100回以上とする。 

ヘ）ストライプは、以下の取扱では各種通行券から剥離しないものとする。 

ⅰ）料金収受機械が各種通行券を搬送する機能全般。 

ⅱ）利用者が各種通行券の磁気ストライプを故意に削る、折り曲げる等の特異な使用

方法以外での通常の範囲内と考えられる使用。 

ト）膜の一部が料金収受機械の磁気ヘッド等に付着しないものとする。 

 

②寸法 

ストライプの寸法は以下のとおりとする。 

 
（単位：mm） 

 

（2）その他の印刷 

①規格 

イ）通常の印刷インキを使用し、グラビア、オフセット、凸版印刷とする。 

ロ）各種通行券の地色は「７．様式」に示すとおりとする。 

ハ）各種通行券の右下隅に、印刷業者略称及び製造履歴を以下のとおり印刷する。 

ⅰ）印刷業者略称は、3文字以下の英字を用いて表示する。 

ⅱ）製造履歴は、印刷業者略称の右側に、4文字の数字及び英字を用いて表示する。 

ⅲ）文字の刷色は、黒色とする。 

 

［各種通行券右下隅図］ 

      
 

ニ）その他の印刷項目、印刷フォーマット、刷色は、後述の「７．様式」に示すとおりと

する。 

ホ）印刷する場合には、各種通行券に形をつけたり、ゆがめたりしないものとする。 

 



５．裏面印刷 

（1）通常の印刷インキを使用し、グラビア、オフセット、凸版印刷とする。 

（2）高速道路通行止め乗継証明書の印刷項目、印刷フォーマット、刷色は、「７．様式」に従う

ものとする。 

（3）高速道路通行止め乗継証明書を除く各種通行券の印刷項目、印刷フォーマット、刷色は、発

注者の指示に従うものとする。 

（4）以下の印刷可能領域に印刷するものとし、磁気ストライプ裏面に印刷をしないものとする。 

 

［各種通行券裏面］ 

    
 

６．傾き 

各種通行券を下図のように積み重ねた際の傾きは、3,000 枚で 10mm 以下とする。なお、磁気ス

トライプ印刷側の傾きがマイナス側に傾かないものとする。 

    
  



７．様式 

（1）磁気カード通行券、磁気無し通行券 

①記載事項 

磁気カード通行券、磁気無し通行券に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）高速道路通行券、車種の表記 

例）「高速道路通行券 

１＝普通車 ２＝大型車 ３＝特大車 ４＝中型車 ５＝軽自動車等」 

ロ）入口ＩＣ名称（発注者の指定する者の指示があった場合はフリガナをつけること） 

ハ）入口ＩＣ番号 

ニ）道路会社名称 

ホ）製造履歴 

ヘ）印字内容の説明 

ト）通行券処理機、料金自動収受機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

チ）「出口では一般レーンをご利用下さい。 

入口をＥＴＣ通行できなかったＥＴＣ車の方は係員にお申し付け下さい。」 

リ）以下の注意事項 

・「○出口で停車し、通行された区間の所定の料金をお支払い下さい。」 

・「○不法に料金を免れたときは、その免れた額の 3 倍に相当する額をいただきます。」 

・「○本券を紛失しますと、当該車種の最高の料金をいただくことがあります。」 

・「○料金のお支払いのために必要な事項を確認させていただくことがあります。」 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡青色とする。 

ロ）基本文字色は、黒色とする。 

ハ）「①記載事項」中のト）、チ）、リ）の刷色は、各支社が指定した色とする。 

 

③図案 

磁気カード通行券、磁気無し通行券の図案は以下のとおりとする。 

 

 
  

出口では一般レーンをご利用ください 

入口をＥＴＣ通行できなかったＥＴＣ車の方は係員にお申し付け下さい。 

「出口では一般レーンをご利用ください 

入口をＥＴＣ通行できなかったＥＴＣ車の方は係員にお申し付け下さい。」 

東日本高速道路株式会社 



（2）入口勤務カード(1) 

①記載事項 

入口勤務カード(1)に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）「入口勤務カード(1)」 

ロ）製造履歴 

ハ）印字内容の説明 

ニ）料金所、氏名、車種別交付枚数記入欄 

ホ）通行券処理機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡桃色とする。 

ロ）文字色及び挿入方向を示す矢印の色は、青色とする。 

 

③図案 

入口勤務カード(1)の図案は以下のとおりとする。 

 

 

 

   



（3）入口勤務カード(2) 

①記載事項 

入口勤務カード(2)に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）「入口勤務カード(2)」 

ロ）製造履歴 

ハ）印字内容の説明 

ニ）料金所、氏名記入欄 

ホ）確認印押印欄 

へ）通行券処理機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡桃色とする。 

ロ）文字色及び挿入方向を示す矢印の色は、青色とする。 

 

③図案 

入口勤務カード(2)の図案は以下のとおりとする。 

 

 

 



（4）出口勤務カード(1) 

①記載事項 

出口勤務カード(1)に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）「出口勤務カード(1)」 

ロ）製造履歴 

ハ）印字内容の説明 

ニ）料金所、氏名記入欄 

ホ）通行券処理機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡桃色とする。 

ロ）文字色及び挿入方向を示す矢印の色は、緑色とする。 

 

③図案 

出口勤務カード(1)の図案は以下のとおりとする。 

 

 

 



（5）出口勤務カード(2) 

①記載事項 

出口勤務カード(2)に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）「出口勤務カード(2)」 

ロ）製造履歴 

ハ）印字内容の説明 

ニ）料金所、氏名記入欄 

ホ）確認印押印欄 

へ）通行券処理機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡桃色とする。 

ロ）文字色及び挿入方向を示す矢印の色は、緑色とする。 

 

③図案 

出口勤務カード(2)の図案は以下のとおりとする。 

 

 

 



（6）事務所処理カード 

①記載事項 

事務所処理カードに記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）「事務所処理カード」 

ロ）製造履歴 

ハ）印字内容の説明 

ニ）料金所、氏名記入欄 

ホ）確認印押印欄 

ヘ）通行券処理機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡桃色とする。 

ロ）文字色及び挿入方向を示す矢印の色は、橙色とする。 

 

③図案 

事務所処理カードの図案は以下とする。 

 

 

 

  



（7）高速道路通行止め乗継証明書 

①表面記載事項 

高速道路通行止め乗継証明書に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）「高速道路通行止め乗継証明書」 

ロ）「※本券は入口通行券ではありません」 

ハ）製造履歴 

ニ）印字内容の説明 

ホ）料金所印押印欄 

ヘ）通行券処理機、料金自動収受機及び事務処理機への挿入方向を示す矢印 

ト）以下の注意事項 

「本券は乗継後の最初の出口料金所で、 

入口通行券と一緒にご提出ください」 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②裏面印刷事項 

高速道路通行止め乗継証明書裏面に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）高速道路通行止め乗継証明書のご案内 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ロ）注意事項 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

③色彩 

イ）基本地色は、淡桃色とする。 

ロ）基本文字色は、黒色とする。 

ハ）「①表面記載事項」中の ヘ）、ト）の刷色は、赤色とする。 

 

 

 

 

④図案 

高速道路通行止め乗継証明書の図案は以下とする。 

【注意事項】 

・Ｃ乗り継ぎ（料）では、必ず「入口通行 

券」をお取りください。 

・Ｄ次の流出（料）では、「本券」と「入口 

通 行 券 」 を 係 員 に 渡 し て く だ さ い 。 

・係員のいないレーン（料金精算機設置 

レ ー ン ） で は ① 「 乗 継 証 明 書 （ 本 券 ） 

②「入口通行券」の順で料金精算機に入 

れ て く だ さ い 。 調 整 を 行 っ た 料 金 を 

いただきます。 



イ）表面 

 
 

ロ）裏面 

 
 

 

  



（8）符号付き磁気カード通行券 

①記載事項 

符号付き磁気カード通行券に記載する事項は以下のとおりとする。 

イ）高速道路通行券、車種の表記 

例）「高速道路通行券 

１＝普通車 ２＝大型車 ３＝特大車 ４＝中型車 ５＝軽自動車等」 

ロ）入口ＩＣ名称（発注者の指定する者の指示があった場合はフリガナをつけること） 

ハ）入口ＩＣ番号 

ニ）道路会社名称 

ホ）製造履歴 

ヘ）印字内容の説明 

ト）通行券処理機、料金自動収受機及び事務所処理機への挿入方向を示す矢印 

チ）「出口では一般レーンをご利用下さい。 

入口をＥＴＣ通行できなかったＥＴＣ車の方は係員にお申し付け下さい。」 

リ）以下の注意事項 

・「○出口で停車し、通行された区間の所定の料金をお支払い下さい。」 

・「○不法に料金を免れたときは、その免れた額の３倍に相当する額をいただきます。」 

・「○本券を紛失しますと、当該車種の最高の料金をいただくことがあります。」 

・「○料金のお支払いのために必要な事項を確認させていただくことがあります。」 

ヌ）当該料金所の区間を示す符号（発注者の指定する者が指示した符号） 

 

なお、各記載事項の記載場所は、別紙資料に従うものとする。 

 

②色彩 

イ）基本地色は、淡黄色、淡青色とする。 

ロ）基本文字色は、黒色とする。 

ハ）「①記載事項」中の ト）、チ）、リ）、ヌ）の刷色は、各支社が指定した色とする。 

 

③図案 

符号付き磁気カード通行券の図案は以下とする。 

 

 
 

2－6 その他 

発注者は、発注の都度、製造工場において、作業工程等の検査を行うことができるものとする。

なお、受注者は、正当な理由がなくこれを拒否できないものとする。 

  



（別紙資料） 

磁気カード通行券、磁気無し通行券 

 
 

 

入口勤務カード（１） 

 
  



入口勤務カード（２） 

 
 

 

出口勤務カード（１） 

 
  



出口勤務カード（２） 

 
 

 

事務所処理カード 

 
 

  



高速道路通行止め乗継証明書（表面） 

 
 

 

高速道路通行止め乗継証明書（裏面） 

 
 

  



符号付き磁気カード通行券 

 
 
 
 

 

  



第３章 機密の保持 

 

3－1 秘密保持 

発注者及び受注者は、業務を遂行するため、相互に秘密情報を開示するにあたり、以下のとお

り定めるものとする。 

（1）保持に関する定義は、次に定めるところによる。 

「秘密情報」とは、発注者及び受注者が所有する資料、データ、報告書等で発注者又は受

注者により秘密である旨の表示がなされたものをいう。 

「秘密情報」は、文書、図面、電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。 

 

（2）目的外利用の禁止 

発注者及び受注者は、業務のために提供された秘密情報を業務の目的以外に使用してはな

らない。 

 

（3）適切な管理 

発注者及び受注者は、業務の遂行にあたり知り得た秘密情報について、善良な管理者の注

意をもって、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講ずるもの

とし、受注者は、発注者の求めに応じてこれを提示しなければならない。 

 

3－2 資料の持出しの禁止 

発注者又は受注者が管理する秘密情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場

合も含む）、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持ち出してはなら

ない。 

 

3－3 守秘義務 

発注者及び受注者は、業務の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏洩してはならない。 

ただし、次の各号に該当するものは、この限りでない。 

（1）この契約への違反によらずに公知であるか、又は入手後公知となった情報 

（2）相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

（3）当該業務と無関係に、当事者が開発した情報 

（4）相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 

（5）法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 

 

3－4 契約期間終了後の取扱い 

受注者は、契約期間終了後、速やかに秘密情報が記載又は記録された文書、図面、電磁的記録

等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、返還が不可能又は困難な場合には、発注者の

指示に従って、当該媒体を消去又は廃棄する。 

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。 

 

 

 

 



別紙-3 梱包仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            ラベル貼付位置 

 

 

      

 

小箱 10 箱をビニールで防湿処理のうえ、大箱に収納する。                             ラベル貼付位置 

                                                           

                          

                         仕切り紙 

                                  

 

 

 

500 枚毎に仕切り紙を入れ、1,000 枚を小箱に収納する 

 

大 箱 

小 箱 

通行券等 

1,000 枚 



（様式第１号） 

 

令和  年  月  日 

住 所 

会社名 

代表者            殿 

 

東日本高速道路株式会社 

 

 

磁気カード通行券等納入依頼書 
 

（件名）令和6年度 磁気カード通行券等印刷（単価契約）（令和7・8年度実施） 

 

 

契約書第20条の規定により、下記のとおり磁気カード通行券等の納入を依頼します。 

 

 

記 

１．数量                                （単位：円） 

 

 

２．納入期限 令和  年  月  日まで 

 

 

３．納入場所 別紙のとおり 

 

券種 数量 単位 単価 金額 備考 

      

      

      

      

      

小計  － －   

消費税及び地方消費税相当額 － － －   

合計  － －   



（様式第２号） 

 

納 品 書 
 

 

 

（件名）令和6年度 磁気カード通行券等印刷（単価契約）（令和7・8年度実施） 

 

 

１．納品数量                              （単位：円） 

 

ただし、令和  年  月  日納入依頼分 

令和  年  月  日納品いたしました。 

 

 

 

東日本高速道路株式会社 

                 殿 

 

 

令和  年  月  日 

住 所 

会社名 

代表者 

券種 数量 単位 単価 金額 備考 

      

      

      

      

      

小計  － －   

消費税及び地方消費税相当

額 

－ － －   

合計  － －   



（様式第３号） 

支 払 請 求 書 

 

 

（件 名）令和 6 年度 磁気カード通行券等印刷（単価契約）（令和 7・8 年度実施）                                   

 

上記のとおり請求します。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社から当方に支払われる上記請求代金は、下記の振込指定銀行の預金口座に振込み願い

ます。前記の方法による振込みをもって、当方における上記代金の受領と認め、振込指定銀

行から貴社に発する(総合)振込受領書を当方の受領書に代えることを承諾します。 

 

 

 

金           円 
 

ただし、下記件名にかかる令和 年 月 納品分として。 

 ①代金 金     円（税込） 

金    円（税込） 

金    円（税込） 

（消費税   円） 

（消費税   円） 

（消費税   円） 

税率  10％対象 

税率 軽減 8％対象 

税率   8％対象 

 ②今回請求額 金     円（税込）   

令和 年 月 日 

東日本高速道路株式会社 

 殿  

住所  
会社名  
代表者  
登録番号  

銀行名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義 

     


